
平成２３年２月

越 前 市

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ２ １ 日

全 員 協 議 会 資 料



１．新庁舎建設の現状 

 ○ 合併協定内容を踏まえ、新庁舎建設に向けて計画的に建設基金を積み立てる。
    ※ 庁舎建設基金の残高：15.1億円（平成 22年度末見込み）

２．起債制度の変更 

 ○ 平成 23年度から、庁舎整備事業債に係る標準面積・標準単価が廃止。

  平成 18 年の「新庁舎建設検討報告書」においては、想定建設単価（40 万
円／㎡）に対して、標準単価（22万円／㎡）までが起債対象事業費であった
ため、合併特例債（充当率 95％）を活用しても、庁舎事業費（64 億円）の
1/2程度までしか充当できなかったが、制度改正により、事業費全体に合併特
例債が活用できる（＝合併特例債を充当できる事業費が拡大：95%）ことと
なり、財政的に非常に有利な状況となった。

資料１ 
他方、合併特例債期限（平成 27年度）まで残り 5年間となっており、新庁
舎建設に係る議会の合意形成も含めて、合併特例債の発行期限までに新庁舎
の建設が可能か否か、そのための条件等について検討を行った。

３．検討結果の概要 

 ○ 建築工事に 2年程度が必要であり、遅くとも平成 25年度中に実施設計を完了
させておくことが必要。

 
 ○ 基本構想～基本計画～基本設計～実施設計まで、他の自治体の例では通常 3年
程度であり、何とか 2年半程度に短縮したとしても、平成 23年度の 9月補正に
おいて基本構想に係る予算計上が必要。

 ○ 用地選定や買収などスケジュール面でのリスク要因を考慮すると、新たに土地
を取得して新庁舎を建設することは困難。

資料３
庁舎建設に必要な面積を確保できる市有地（土地開発公社含む）の例 
○日野川東部（サンドーム西側～瓜生水と緑公園用地）・・
  ・庁舎位置条例の特別多数議決（2/3）が必要。
   ・瓜生水と緑公園用地に建設する場合、都市計画決定の変更が

必要であり、国庫補助金返還の可能性もある。
○現庁舎位置での建替え ・・・・・・・・・・・・・・・
  ・新市建設計画の変更議決（1/2）が必要。
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 ○ 一般事業債（交付税措置なし、充当率 75％）を充当。仮に平成 18年の新庁舎
建設検討報告書のスケジュールを前提に平成 24 年度から着手（基本構想は平成
24 年度、建築工事は 29、30 年度）する場合、3.4 億円／年の起債償還が約 20
年続くことになるが、これは、平成 21年度ベースで、実質公債費比率を 3ポイ
ント、経常収支比率を 2ポイント悪化させる数字であり、財政面からも困難。 

庁舎建設基金への計画的な積立を継続。 
 庁舎建設基金への積立については、これまで、毎年度概ね 1.5億円程度
であったが、例えば、厳しい財政状況の中、毎年度の積立額を 2億円程度
に増額し、かつ、起債償還額は毎年度 2億円程度に抑制すると仮定した場
合、報告書のスケジュールを前提にすると、事業着手（基本構想）が平成
34年頃、庁舎の完成が平成 40年頃となる。 ・・・・・

 資料５ 

新庁舎建設については、庁舎位置条例の特別多数議決か、新市建設計画の変
更議決が必要となることから、基本構想の予算計上の期限である平成 23 年 9
月議会までに、建設の是非及び庁舎位置についての議会としての意思決定がな
されなければ、合併特例債を活用した新庁舎建設は困難。
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（地方自治法第４条第３項）



庁舎建設検討エリア

・都市計画決定の変更が必要

補助金返還の可能性がある

※公園用地の場合

【資料３】　

拡大図

・用地取得に国庫補助を受けているため





■新庁舎建設に係るシミュレーション

調査・設計費 200,000 200,000 200,000 200,000

新庁舎建設費 6,400,000 ○ 6,400,000 ● 6,400,000 ● 6,400,000 ●

車庫建設費 100,000 ○ 100,000 ● 100,000 ● 100,000 ●

用地取得･造成費 930,000 ○ 0 0 930,000 ●

現庁舎取壊し費 56,000 56,000 56,000 ● 56,000

庁舎跡地整備費
or

仮庁舎整備等
200,000 ○ 200,000 ● 200,000 200,000 ●

今立総合支所の整備
（取壊しor新築） 0 38,000 350,000 ● 38,000

計 7,886,000 6,994,000 7,306,000 7,924,000

市　　債 4,520,000 6,365,000 6,560,000 3,500,000

一般財源　（Ａ） 3,366,000 629,000 746,000 4,424,000

元利償還金（Ｂ） 5,937,022 8,360,618 8,616,748 4,597,351

Ｂ／２２年 269,865 380,028 391,670 208,971

実質負担額（Ｃ） 1,781,120 2,508,185 2,585,024 4,597,351

Ｃ／２２年 80,960 114,008 117,501 208,971

※○、●：市債充当事業費

※起債条件：2.2％／年、3年据置22年償還（半年賦元金均等）
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（単位：千円）

ケース③

区　　分

東部移転(市有地) 現在地

合併特例債活用
（～Ｈ２７）

Ｈ１８報告書
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庁舎位置条例改正
(特別多数議決2/3)

庁舎位置条例改正
(特別多数議決2/3)

新市建設計画変更
(1/2)

Ｈ２３.９月議会までの合意形成を前提
に、スケジュールの大幅短縮が必要。
　 　Ｈ２３.９～Ｈ２７（４年半）

基本構想～完成までに
７年間。

合併特例債活用
（～Ｈ２７）

ケース① ケース②

庁舎位置条例
(特別多数議決2/3)

基金積立及び起債償
還を２億円／年程度
とした場合
　(充当率７５％)

限度額を起債
（充当率９５％）

Ｈ１８報告書のスケ
ジュールと同様。
Ｈ３４頃　基本構想
Ｈ４０頃　庁舎完成

9,021,351

一般事業債活用
（H34頃～H40頃）

東部移転

3,137,185 3,331,024
（Ａ）＋（Ｃ）

限度額を起債
（充当率９５％）


